
富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

（ 趣 旨 ）

第 １条 こ の 要 綱 は 、富 山 市 補 助 金 交 付 規則（ 平 成 １ ７ 年 規 則 第 ３ ６ 号 ）

第 ２ ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補助 金（ 以 下「 補

助 金 」 と い う 。） の 交 付 に 関 し 、 必要 な 事項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 富 山 市 屋 外 広 告 物 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 富 山 市 条 例 第 ２ ２ ８ 号 。以 下「 条例 」と い う 。）及 び富 山 市 屋 外

広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 規 則 第 ２ １ ０ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い

う 。） の 例 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 に定 め ると こ ろ に よ る 。

(1) 既 存 不 適 格 屋 外 広 告 物 富 山 市 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 （ 平 成 ２ ８ 年 規 則 第 ６ ５ 号 。 以 下 「 改 正 後 の 規 則 」 と

い う 。）施 行 の 日 にお い て 、現 に 従 前 の 規 則 の 規 定に よ り適 法 に 表 示

又 は 設 置 さ れ て い る 広 告 物 等 で あ っ て 、 改 正 後 の 規 則 の 規 定 に 適 合

し な い も の

(2) 是 正 改 正 後 の 規 則 に 適 合 す る よ う に 変 更 し 、 若 し く は 改 造 し 、

又 は 除 却 す るこ と

（ 補 助 金 の 交 付 基 準 ）

第 ３条 市 長 は 、 良 好 な 景 観 形 成 を 推 進 する た め、 次 に 掲 げ る 屋 外 広 告

物 の 是 正 に か か る 工 事 に 対 し て 、 予算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も

の と す る 。

(1) 既 存 不 適 格 屋 外 広 告 物

(2) 前 号 に 掲 げ る ほ か 、 市 長 が 特 に必 要 と 認 め る 屋 外 広 告 物

（ 補 助 対 象 区 域 等 ）

第 ４ 条 補 助 対 象 区 域 、 補 助 期 間 、 補 助 対 象 工 事 費 及 び 補 助 率 等 は 、 別

表 の と お り と す る 。

（ 交 付 申 請 ）

第 ５条 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」とい う 。）は 、

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 次 に

掲 げ る 書 類（ 以下「 関 係 書 類 」とい う 。）を 添 え て 市長 に 提出 し な け れ

ば な ら な い 。

(1) 是 正 を 行 う 屋 外 広 告 物 の 現 在 の 状 況 及 び 是 正 後 の 状 況 が 分 か る 書

類

(2) 是 正 に 係 る 工 事の 見 積書



(3) 前 ２ 号 に 掲 げ るも の のほ か 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類

（ 交 付 決 定 ）

第 ６ 条 市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は 、 申 請 者 に 文 書 を 交 付

し て 通 知 す る も の と す る 。

２ 市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 に あ た り 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、

こ れ に 条 件 を 付 す こ と が で き る 。

（ 変 更 承 認 申 請 等 ）

第 ７条 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （以 下 「補 助 事 業 者 」 と い う 。）

は 、 申 請 書 又 は 関 係 書 類 に 記 載 し た 事 項 を 変 更 し よ う と す る と き は 、

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 変 更 の 内

容 が 分 か る 関 係 書 類 を 添 え て 市 長 に提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と

認 め た と き は 、 申 請 者 に 文 書 を 交 付し て 通 知 す る も の と す る 。

３ 補 助 事 業 者 は 、補助 に 係 る 改 修 工 事（ 以 下「 補 助 改 修 工 事」と い う 。）

が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い と き 又 は 遂 行 が 困 難 に な っ た と き は 、 速

や か に 富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 遅 延 等 報 告 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長

に 提 出 し 、 そ の 指 示 を 受 け な け れ ばな ら な い 。

４ 市 長 は 、 前 項 の 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 確 認 し 、 文 書

に よ り 指 示 す る も の と す る 。

（ 事 業 の 中 止 又 は 廃 止 ）

第 ８ 条 補 助 事 業 者 は 、 補 助 改 修 工 事 の 中 止 又 は 廃 止 を し よ う と す る と

き は 、 富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 中 止 等 届 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 実 績 報 告 ）

第 ９ 条 補 助 事 業 者 は 、 補 助 改 修 工 事 が 完 了 し た と き は 速 や か に 、 富 山

市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 完 了 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 。 以 下 「 実 績 報 告

書 」と い う 。）に 次の 各 号に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、市長 に 提出 し な け れ

ば な ら な い 。

(1) 改 修 工 事 の 実 施 に 関 し て 施 工 者 と 締 結 し た 契 約 書 の 写 し 又 は こ れ

に 代 わ る も の

(2) 改 修 工 事 に 要 す る 経 費 に 係 る 施 工 者 か ら の 領 収 書 の 写 し 又 は こ れ

に 代 わ る も の

(3) 改 修 工 事 後 の 写真

(4) 前 ３ 号 に 掲 げ るも の のほ か 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類

２ 前 項 の 実 績 報 告 書 は 、 交 付 決 定 の 日 の 属 す る 会 計 年 度 を 越 え て 提 出



し て は な ら な い 。た だ し 、令 和 ８ 年 度 分 の 補 助 金 に 係 る 実績 報 告 書 は 、

令 和 ８ 年 ９ 月 末 日 ま で に 提 出 す る もの と す る 。

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 及 び 交 付 ）

第 １ ０ 条 市 長 は 、 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 書 類 の 審 査 及 び 必

要 に 応 じ て 行 う 現 地 調 査 等 に よ り 、 適 切 と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 額

を 確 定 し 、 補 助 事 業 者 に 文 書 を 交 付し て 通 知 す る も の と す る 。

（ 補 助 金 の 交 付 ）

第 １ １ 条 市 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 通 知 の 後 、 補 助 事 業 者 か ら 提 出 さ れ

る 富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助 金 請 求 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に 基 づ き 、

当 該 補 助 事 業 者 に 対 し 、 補 助 金 を 交付 す る も の と す る 。

（ 交 付 決 定 の 取 消 し 等 ）

第 １ ２ 条 市 長 は 、 補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め

る と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 変 更 す る こ と が で き

る 。

(1) 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 又 は交 付 を 受 け

た とき 。

(2) 補 助 金 を 他 の 用 途 に 使 用 し た とき 。

(3) 補 助 事 業 に 関 し 補 助 金 等 の 交 付 の 決 定 の 内 容 及 び こ れに 付 し た 条

件 に違 反 し た と き 又 は 市 長 の 指 示 に 従 わ ない と き。

２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 変

更 し た と き は 、 補 助 事 業 者 に 文 書 を交 付 し て 通 知 す る も の と す る 。

（ 細 則 ）

第 １ ３ 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 。

附 則

この 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ２ ４ 日 か ら施 行 する 。

附 則

この 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ２ 月 １ ２ 日 か ら施 行 する 。

附 則

この 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る。

附 則

この 要 綱 中 、別 表 補 助 期 間 の 項 の 改 正 規 定 は 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 、

そ の他 の 規 定 は 平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら施 行 する 。



附 則

この 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。

附 則

この 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。

附 則

この 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日 か ら 施行 す る。

附 則

この 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。

附 則

この 要 綱 は 、 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効力 を 失 う 。



別 表（ 第 ４ 条 関 係 ）

補 助 対 象

区 域

補 助 期 間 補 助 対 象

工 事 費

補 助 率 等

補 助 率 補 助額 の 限 度

景 観 ま ち

づ く り 推

進 区域（大

手 モ ー ル

地 区 に 限

る ）及 び広

告 物 景 観

形 成地 区

令 和 ２ 年

４ 月 か ら

令 和 ８ 年

９ 月 末 ま

で

屋 外 広 告

物 の 是 正

に 係 る 工

事 に 要 す

る 費 用

補 助 対 象

工 事 費 の

１ ／ ３ 以

内

屋 外 広 告 物 の 種 類 に よ り 次

の 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。

た だ し 、 住 所 等 １ 箇 所 に つ

き 、 補 助 額 の 合 計 は １ ， ０

０ ０千 円 と す る 。

１ 野 立 広 告 又 は 屋 上 広 告

１ 基に つ き ４ ０ ０ 千 円

２ 壁 面 広 告 又 は 突 出 広 告

１ 壁面 に つ き ２ ０ ０ 千 円



様 式第 １ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事業 補 助金 交 付 申 請 書

年 月 日

（ あて 先 ） 富 山 市 長

申 請 者 住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏名

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 補

助 金の 交 付 を 受 け た い の で 、 関 係 書 類 を 添え て 申請 し ま す 。

備 考 １ 補 助 に 係 る 屋 外 広 告 物 の 種 別 に 応 じ て 別 紙 １ 、 別 紙 ２ 、 別 紙

３ 又 は 別 紙 ４ を 添 付 し て く だ さ い 。

２ 「 補 助 対 象 区 域 」、「 地 域 区 分 」 及 び 「 改 修 す る 広 告 物 等 の 種

類 」 の 欄 は 、 該 当 す る □ に レ 点 を つ け て く だ さ い 。

表 示 又 は 設 置 の 場 所 富 山 市

補 助 対 象 区 域 □ 景 観 ま ち づ く り 推 進 区 域

□ 広 告 物 景 観 形 成 地 区

地 域 区 分 □ 第 一 種 禁 止 地 域 □ 第 二 種 禁 止 地域

□ 第 一 種 許 可 地 域 □ 第 二 種 許 可 地域

改 修 す る 広 告 物 等 の

種 類

□ 野 立 □ 屋 上 □ 壁 面 □ 突 出

改 修 の 概 要

（ 改 修 後 の 住 所 等 １ 箇 所 当 り の 総 表示 面 積 ㎡ ）

改 修 工 事 を 行 う 施 工

者 富 山 市 屋 外 広 告 業 登 録 番 号 第 号

補 助 金 交 付 申 請 額

改 修 工 事 の 予 定 期 間 年 月 日 か ら 年 月 日 ま で



別 紙１

野 立広 告

備 考 １ １ の 屋 外 広 告 物 ご と に 記 入 し てく だ さい 。

２ 屋 外 広 告 物 の 数 に 応 じ て 、 欄 を追 加 して 記 入 し て く だ さ い 。

番

号

項 目 改 修 前 改 修後 工 事 費

（ 円 ）

補 助 対 象

工 事 費

（ 円 ）

交 付申 請

額

（ 円）

１ 高 さ ｍ ｍ

表 示 面 積 ㎡ ㎡

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値

２ 高 さ ｍ ｍ

表 示 面 積 ㎡ ㎡

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値



別 紙２

屋 上広 告

備 考 １ １ の 屋 外 広 告 物 ご と に 記 入 し てく だ さい 。

２ 屋 外 広 告 物 の 数 に 応 じ て 、 欄 を追 加 して 記 入 し て く だ さ い 。

番

号

項 目 改 修 前 改 修後 工 事 費

（ 円 ）

補 助 対 象

工 事 費

（ 円 ）

交 付申 請

額

（ 円）

１ 地 盤 面 か ら 設

置 位 置 ま で の

高 さ

ｍ ｍ

設 置 位 置 か ら

広 告 物 上 端 ま

で の 高 さ

ｍ ｍ

建 築 物 の 高 さ ｍ ｍ

表 示 面 積 ㎡ ㎡

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値

２ 地 盤 面 か ら 設

置 位 置 ま で の

高 さ

ｍ ｍ

設 置 位 置 か ら

広 告 物 上 端 ま

で の 高 さ

ｍ ｍ

建 築 物 の 高 さ ｍ ｍ

表 示 面 積 ㎡ ㎡

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値



別 紙３

壁 面広 告

備 考 １ １ の 壁 面 ご と に 記 入 し て く だ さい 。

２ 壁 面 の 数 に 応 じ て 、 欄 を 追 加 して 記 入し て く だ さ い 。

番

号

項 目 改 修 前 改 修後 工 事 費

（ 円 ）

補 助 対 象

工 事 費

（ 円 ）

交 付申 請

額

（ 円）

１ 地 盤 面 か ら の

高 さ

ｍ ｍ

表 示 面 積 ㎡ ㎡

建 築 物 の 壁 面

面 積 に 対 す る

屋 外 広 告 物 の

表 示 面 積 の 割

合

㎡ ㎡

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値

２ 地 盤 面 か ら の

高 さ

ｍ ｍ

表 示 面 積 ㎡ ㎡

建 築 物 の 壁 面

面 積 に 対 す る

屋 外 広 告 物 の

表 示 面 積 の 割

合

㎡ ㎡

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値



別 紙４

突 出広 告

備 考 １ １ の 屋 外 広 告 物 ご と に 記 入 し てく だ さい 。

２ 屋 外 広 告 物 の 数 に 応 じ て 、 欄 を追 加 して 記 入 し て く だ さ い 。

番

号

項 目 改 修 前 改 修後 工 事 費

（ 円 ）

補 助 対 象

工 事 費

（ 円 ）

交 付申 請

額

（ 円）

１ 表 示 面 積 ㎡ ㎡

建 物 か ら の 突

き 出 し 幅

ｍ ｍ

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値

２ 表 示 面 積 ㎡ ㎡

建 物 か ら の 突

き 出 し 幅

ｍ ｍ

主 た る 色 彩 の

マ ン セ ル 値



様 式第 ２ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 変 更 承 認 申 請 書

年 月 日

（ あて 先 ） 富 山 市 長

申 請 者 住 所 又 は 所 在 地

氏 名又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

年 月 日 付 け 富 山 市 指 令 第 号 で 交 付 決 定 さ れ た 富 山

市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 を 変 更 し た い の で 、 富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補

助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま

す 。

表 示 又 は 設 置 の 場 所 富 山 市

変 更 の 内 容

住 所 等 １ 箇 所 あ た

り の 総 表 示 面 積

改 修 前 ㎡

改 修 後 ㎡

変 更 の 理 由

補 助 金 交 付 申 請 額

改 修 工 事 の 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで



様 式第 ３ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修事 業 遅延 等 報 告 書

年 月 日

（ あて 先 ） 富 山 市 長

報 告 者 住 所 又 は 所 在 地

氏 名又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

年 月 日 付 け 富 山 市 指 令 第 号 で 交 付 決 定 さ れ た 富 山

市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 に つ い て 遅 延 が 生 じ た の で 、 富 山 市 屋 外 広 告 物 改

修 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 報 告 し

ま す。

表 示又 は 設 置 の 場 所 富 山 市

遅 延の 内 容 お よ び 理 由



様 式第 ４ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）

富 山 市 屋 外 広 告 物 改修 事 業中 止 等 届

年 月 日

（ あて 先 ） 富 山 市 長

届 出 者 住 所 又 は 所 在 地

氏 名又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

年 月 日 付 け 富 山 市 指 令 第 号 で 交 付 決 定 さ れ た 富 山

市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 の 中 止 等 を す る の で 、 富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業

補 助金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次の と おり 届 け 出 ま す 。

表 示又 は 設 置 の 場 所 富 山 市

中 止等 の 内 容 お よ び 理 由



様 式第 ５ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 完 了 実 績 報 告 書

年 月 日

（ あて 先 ） 富 山 市 長

報 告 者 住 所 又 は 所 在 地

氏 名又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

年 月 日 付 け 富 山 市 指 令 第 号 で 交 付 決 定 さ れ た 富 山

市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 が 完 了 し た の で 、 富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助

金 交付 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、関 係 書 類 を 添 え て 報 告 し ま す 。

表 示又 は 設 置 の 場 所

改 修工 事 の 期 間



様 式第 ６ 号 （ 第 １ １ 条 関 係 ）

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助 金 請 求 兼 振 込 依 頼 書

年 月 日

（ あて 先 ） 富 山 市 長

債 権 者 住 所 又 は 所 在 地

氏 名又 は 名 称 及 び 代 表 者 氏 名

請 求 金 額 ， 円

件 名及 び 内 訳

富 山 市 屋 外 広 告 物 改 修 事 業 補 助 金

上 記の 金 額 を 請 求 し ま す 。

な お、 下 記 の 口 座 に 振 込 願 い ま す 。

金 融 機 関

銀 行 ・ 信 用 金 庫

信 用 組 合・農 協 店

そ の 他 （ ）

預 金 種 目 普 通 ・ 当 座 ・（ ）

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

（ 市 使 用 欄 ）


